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ペ
ー
ジ

条　
　
　

例

〇
県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
教
育
庁
特
別
支
援
教
育
室
）　
　

一

〇
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
人　

事　

課
）　
　

一

〇
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
及
び
県
教
育
委

　

員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

　

正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例

　

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
人
事
課
等
）　
　

二

〇
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
（
市
町
村
課
）　
　

三

〇
宮
城
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の

　

一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
危
機
対
策
課
）　
　

四

〇
土
地
利
用
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
地
域
復
興
支
援
課
）　
　

四

〇
宮
城
県
交
通
安
全
対
策
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
総
合
交
通
対
策
課
）　
　

四

〇
宮
城
県
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　
　

四

〇
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例 

（
社
会
福
祉
課
）　
　

五

〇
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　
　

六

〇
介
護
保
険
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
婦
人
保
護
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
子
育
て
支
援
課
）　
　

六

〇
麻
薬
中
毒
審
査
会
条
例 

（
薬　

務　

課
）　
　

七

〇
森
林
審
議
会
の
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例 

（
林
業
振
興
課
）　
　

七

〇
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
の
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例 

（
事
業
管
理
課
）　
　

七

〇
道
路
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
道　

路　

課
）　
　

七

〇
水
防
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
河　

川　

課
）　
　

八

〇
建
築
士
審
査
会
の
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

八

〇
建
築
基
準
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　
　

八

〇
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
住　

宅　

課
）　
　

八

条　
　
　

例

　

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
三
号

　
　
　

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
表
宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

同

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
四
号

　
　
　

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
承
認
は
」
の
下
に
「
、
次
項
に
規
定
す
る
年
齢
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月

一
日
以
後
の
日
を
期
間
の
初
日
と
し
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
期
間
は
、
五
年
」
を
「
年
齢
は
、
職
員
の
定
年
等

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
三
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
年
齢
か
ら
五
年
を
減
じ
た
年
齢
」
に
改
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め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
五
号

　
　
　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
一
条
の
八
第
一
項
中
「
災
害
復
旧
」
の
下
に
「
、
復
興
計
画
の
作
成
等
（
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
復
興
計
画
の
作
成
等
を
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
第
三
号
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
職
員
互
助
会
（
」
を
「
一
般
財
団
法
人
宮
城
県
職
員
互
助
会
（
」

に
、「
財
団
法
人
宮
城
県
教
職
員
互
助
会
（
」
を
「
一
般
財
団
法
人
宮
城
県
教
職
員
互
助
会
（
」
に
、「
財
団
法
人
宮
城

県
警
察
職
員
互
助
会
（
」
を
「
一
般
財
団
法
人
宮
城
県
警
察
職
員
互
助
会
（
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
及
び
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時

間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
六
号

　
　
　

 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
及
び
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤

務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第 

一
条　

特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
条
の
二
第
三
号
中
「
。
第
五
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
る
。

　
　

第
五
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２ 　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
等
が
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に

再
び
当
該
知
事
等
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
者
か
ら
申
出
が
あ
つ
た
場
合
を
除
き
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当

は
、
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
先
の
知
事
等
と
し
て
の
在
職
期
間
は
、
後
の
知
事
等
と
し

て
の
在
職
期
間
に
通
算
す
る
。

　

（
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第 

二
条　

県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県

条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

 　

第
四
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

　

２ 　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
長
が
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に

再
び
教
育
長
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
者
か
ら
申
出
が
あ
つ
た
場
合
を
除
き
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
は
、

支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
先
の
教
育
長
と
し
て
の
在
職
期
間
は
、
後
の
教
育
長
と
し
て
の

在
職
期
間
に
通
算
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の

規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
条
例
第
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
退
職
に
係
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

の
退
職
に
係
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
七
号

　
　
　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第 

一
条　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。
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第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
中
「
第
六
十
四
条
」
を
「
第
六
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

（
宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第 
二
条　

宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
　

第
十
一
条
第
一
項
各
号
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
又
は
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
三
号
）
附
則

第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
八
号

　
　
　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
三
十
の
三
の
項
中
「
塩
竈
市
」
の
下
に
「　

名
取
市
」
を
加
え
、
同
表
三
十
の
四
の
項
中
「
白
石
市
」

の
下
に
「　

名
取
市
」
を
加
え
、
同
表
中
三
十
四
の
十
の
項
を
三
十
四
の
十
一
の
項
と
し
、
三
十
四
の
九
の
項
を
三
十

四
の
十
の
項
と
し
、
同
表
三
十
四
の
八
の
項
ニ
を
削
り
、
同
項
を
同
表
三
十
四
の
九
の
項
と
し
、
同
表
中
三
十
四
の
七

の
項
を
三
十
四
の
八
の
項
と
し
、
三
十
四
の
六
の
項
を
三
十
四
の
七
の
項
と
し
、
同
表
三
十
四
の
五
の
項
中
「
白
石
市
」

の
下
に
「　

名
取
市
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
三
十
四
の
六
の
項
と
し
、
同
表
三
十
四
の
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

三 

十
四
の
五　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）
及
び
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。）
に
基
づ

く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　

イ 　

法
第
九
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
十
一
項

及
び
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
（
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
、
農
林

水
産
業
又
は
生
態
系
に
係
る
被
害
の
防
止
（
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
も

の
に
限
る
。）
の
た
め
の
鳥
獣
（
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
（
住
民
が
日
常
生
活
又
は

社
会
生
活
を
営
ん
で
い
る
地
域
に
出
現
し
た
も
の
に
限
る
。）
に
限
る
。）

の
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
捕
獲
等
」
と
い
う
。）
に
係
る
も
の

に
限
る
。）

　

ロ 　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

違
反
し
て
許
可
を
受
け
な
い
で
し
た
捕
獲
等
及
び
イ
に
掲
げ
る
条
件
の
付

加
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

　

ハ 　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
（
イ
に
掲
げ
る
許
可

に
係
る
も
の
に
限
る
。）

　

ニ 　

法
第
七
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
等
（
イ

に
掲
げ
る
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

白
石
市　

七
ヶ
宿
町　

村

田
町　

柴
田
町　

川
崎
町

　

大
和
町　

大
衡
村　

加

美
町

　

ホ 　

省
令
第
七
条
第
八
項
及
び
第
十
一
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ

る
要
求
等
（
イ
に
掲
げ
る
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

　

第
二
条
の
表
四
十
の
項
中
「
仙
台
市
」
の
下
に
「　

気
仙
沼
市
」
を
、「
多
賀
城
市
」
の
下
に
「　

岩
沼
市
」
を
加

え
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１ 　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
三
十
四
の
八
の
項
ニ
を
削
る

改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
改
正
後
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る

そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
、
条
例
若
し
く
は
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
行
っ
た
処
分
そ

の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に

法
令
等
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
市
町
村
の
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
に
対
す
る
施
行
日
以
後
に
お
け
る

法
令
等
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
の
行
っ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
市
町
村
の
長
に

対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

宮
城
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
九
号

　
　
　

宮
城
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
条
中
「
第
四
百
一
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
四
百
一
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
を
「（
組
織
等
）」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加

え
る
。

　

 　

審
議
会
は
、
委
員
十
二
人
以
内
で
組
織
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
号

　
　
　

災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
宮
城
県
条
例
第

三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
六
種
」
を
「
六
種
類
」
に
、「
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
八
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

土
地
利
用
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
一
号

　
　
　

土
地
利
用
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

土
地
利
用
審
査
会
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
を
「（
委
員
の
定
数
等
）」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、

同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　

審
査
会
の
委
員
の
定
数
は
、
七
人
以
内
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

宮
城
県
交
通
安
全
対
策
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
二
号

　
　
　

宮
城
県
交
通
安
全
対
策
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
交
通
安
全
対
策
会
議
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
指
名
」
を
「
指
名
さ
れ
、」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
者　

三
人

　

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
「
任
命
」
を
「
任
命
し
、」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

宮
城
県
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
三
号

　
　
　

宮
城
県
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
に
見
出
し
と
し
て
「（
設
置
）」
を
付
す
る
。

　

第
二
条
に
見
出
し
と
し
て
「（
委
員
の
定
数
等
）」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
委
員
」
の
下
に
「
の
定
数
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
学
識
経
験
を
有
す
る
者
」
を
「
青
少
年
の
指
導
、
育
成
、
保
護
又
は
矯
正
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有

す
る
者
」
に
、「
委
嘱
さ
れ
る
」
を
「
任
命
さ
れ
る
」
に
、「
補
欠
に
よ
る
」
を
「
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠

の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２ 　

委
員
は
、
青
少
年
の
指
導
、
育
成
、
保
護
又
は
矯
正
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
及
び
関
係
行
政
機
関
の
職

員
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

　

第
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「（
臨
時
委
員
）」
を
付
し
、
同
条
第
二
項
中
「
学
識
経
験
を
有
す
る
者
及
び
関
係
行
政
機

関
の
職
員
」
を
「
当
該
特
別
の
事
項
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
」
に
、「
委
嘱
又
は
任
命
す
る
」
を
「
任
命
す
る
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
別
事
項
」
を
「
特
別
の
事
項
」
に
、「
解
嘱
さ
れ
又
は
退
任
す
る
」
を
「
解
任
さ
れ
る
」

に
改
め
る
。　

　

第
四
条
に
見
出
し
と
し
て
「（
会
長
）」
を
付
し
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条

に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　

会
長
は
、
委
員
の
互
選
に
基
づ
き
、
知
事
が
任
命
す
る
。

　

第
五
条
に
見
出
し
と
し
て
「（
会
議
）」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
招
集
す
る
」
を
「
招
集
し
、
会
長
が
そ
の
議
長

と
な
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
会
長
」
を
「
議
長
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
に
見
出
し
と
し
て
「（
幹
事
）」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
委
嘱
又
は
任
命
す
る
」
を
「
任
命
す
る
」
に
改

め
る
。

　

第
七
条
に
見
出
し
と
し
て
「（
委
任
）」
を
付
し
、
同
条
中
「
も
の
を
除
く
外
、
協
議
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
」
を
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「
も
の
の
ほ
か
、」
に
、「
は
か
つ
て
」
を
「
諮
つ
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１ 　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
青
少
年
問

題
協
議
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
任

命
さ
れ
た
宮
城
県
青
少
年
問
題
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。）
の
委
員
又
は
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の

宮
城
県
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
又
は
任
命
さ
れ
た
臨
時
委
員
で
あ
る
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
に
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
宮
城
県
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例
（
以
下
「
新

条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
二
項
又
は
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
の
委
員
又
は
臨
時
委
員
と
し
て
任

命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
協
議
会
の
委
員
（
旧
法

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
た
委
員
に
限
る
。）
の
任
期
は
、
新

条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
に
お
け
る
旧
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
協

議
会
の
委
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

３ 　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
宮
城
県
青
少
年
問
題
協
議
会
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宮
城
県
青
少
年
問
題
協
議
会
の
委
員
及
び
臨
時

委
員

出
席
一
回
に
つ
き 

一
一
、
六
〇
〇
円

六 

級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
四
号

　
　
　

民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例

　

民
生
委
員
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
民
生
委
員
の
定

数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

市　

町　

村　

の　

区　

域

定　
　
　
　
　
　
　

数

石
巻
市

三
百
七
十
六
人

塩
竈
市

百
二
十
人

気
仙
沼
市

百
八
十
三
人

白
石
市

百
六
人

名
取
市

百
二
十
八
人

角
田
市

八
十
二
人

多
賀
城
市

九
十
人

岩
沼
市

七
十
九
人

登
米
市

二
百
二
十
六
人

栗
原
市

二
百
七
十
人

東
松
島
市

七
十
九
人

大
崎
市

三
百
二
十
二
人

刈
田
郡
蔵
王
町

三
十
五
人

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町

十
一
人

柴
田
郡
大
河
原
町

五
十
四
人

柴
田
郡
村
田
町

三
十
一
人

柴
田
郡
柴
田
町

七
十
五
人

柴
田
郡
川
崎
町

三
十
二
人

伊
具
郡
丸
森
町

六
十
六
人
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亘
理
郡
亘
理
町

六
十
九
人

亘
理
郡
山
元
町

三
十
二
人

宮
城
郡
松
島
町

四
十
人

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町

二
十
四
人

宮
城
郡
利
府
町

四
十
六
人

黒
川
郡
大
和
町

五
十
一
人

黒
川
郡
大
郷
町

二
十
五
人

黒
川
郡
富
谷
町

五
十
九
人

黒
川
郡
大
衡
村

十
五
人

加
美
郡
色
麻
町

二
十
九
人

加
美
郡
加
美
町

七
十
五
人

遠
田
郡
涌
谷
町

四
十
二
人

遠
田
郡
美
里
町

五
十
八
人

牡
鹿
郡
女
川
町

三
十
一
人

本
吉
郡
南
三
陸
町

五
十
人

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
五
号

　
　
　

介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
（
平
成
五
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
等
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
違
約
金
の
割
合
の
特
例
）

２ 　

当
分
の
間
、
第
十
二
条
に
規
定
す
る
違
約
金
の
割
合
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
年
の
特
例
基
準
割
合

（
当
該
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
さ
れ
た
割
合
に
年
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い
う
。）
に
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を

加
算
し
た
割
合
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
後
の
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
同
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る
違
約
金

の
う
ち
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

介
護
保
険
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
六
号

　
　
　

介
護
保
険
審
査
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

介
護
保
険
審
査
会
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

２ 　

法
第
百
八
十
九
条
第
二
項
の
合
議
体
を
構
成
す
る
委
員
の
定
数
は
、
三
人
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

婦
人
保
護
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
七
号

　
　
　

婦
人
保
護
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条　

婦
人
保
護
施
設
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
第
二
号
中
「
第
三
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条　

婦
人
保
護
施
設
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
一
項
中
「
受
け
た
者
」
を
「
受
け
た
者
等
」
に
改
め
る
。

　

 　

第
三
条
第
二
号
中
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
を
「
配
偶
者
か
ら
の
暴

力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、「
第
三
条
第
三
項
第
三
号
」
の
下
に
「（
同
法
第
二
十

八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

麻
薬
中
毒
審
査
会
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
八
号

　
　
　

麻
薬
中
毒
審
査
会
条
例

　

（
設
置
）

第 

一
条　

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
五
十
八
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
同
法
第
五
十
八
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
措
置
入
院
者
に
つ
き
入
院
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
に
宮
城
県
麻
薬
中
毒
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

　

（
組
織
）

第 

二
条　

審
査
会
は
、
委
員
五
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１ 　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
設
置
及
び
運
営
の
合
理
化
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２ 　

附
属
機
関
の
設
置
及
び
運
営
の
合
理
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

 　

第
二
条
を
削
り
、
第
一
条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

森
林
審
議
会
の
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
九
号

　
　
　

森
林
審
議
会
の
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
す
る
宮
城
県
森
林

審
議
会
の
委
員
の
定
数
は
、
十
一
人
以
内
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

建
設
工
事
紛
争
審
査
会
の
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
号

　
　
　

建
設
工
事
紛
争
審
査
会
の
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
す
る
宮
城
県
建
設
工
事
紛

争
審
査
会
の
委
員
の
定
数
は
、
十
五
人
以
内
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２ 　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
 　

別
表
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
の
委
員
及
び
特
別
委
員
の
項
中
「
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
」
を
「
宮
城
県
建
設
工
事

紛
争
審
査
会
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

道
路
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
一
号
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道
路
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

道
路
占
用
料
等
条
例
（
平
成
八
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
道
路
法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
事
業
（
道
路
法
施
行
令
第
十
八
条
に
規
定
す
る
事
業

を
除
く
。）
又
は
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

水
防
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
二
号

　
　
　

水
防
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

水
防
協
議
会
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
を
「（
委
員
の
定
数
等
）」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、

同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　

協
議
会
の
委
員
の
定
数
は
、
十
五
人
以
内
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

建
築
士
審
査
会
の
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
三
号

　
　
　

建
築
士
審
査
会
の
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
す
る
宮
城
県
建
築
士
審
査
会

の
委
員
の
定
数
は
、
七
人
以
内
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

建
築
基
準
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
四
号

　
　
　

建
築
基
準
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

建
築
基
準
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
手
数
料
の
免
除
の
特
例
）

４ 　

第
二
十
一
条
第
一
項
の
災
害
が
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖

地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
三
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
、「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
五
号

　
　
　

県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
営
住
宅
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
の
二
第
一
項
第
五
号
中
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
を
「
配
偶
者

か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、「
規
定
す
る
被
害
者
」
の
下
に
「
又
は
配
偶

者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
相
手
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
者
」
を
加
え
、
同
号
イ
中

「
第
三
条
第
三
項
第
三
号
」
及
び
「
第
五
条
」
の
下
に
「（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
第
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
二
十
八
条
の

二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
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